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参照条文等 
 
＜時効中断事由等＞  

 
○ 民法（抄） 

 
第１４７条  時効ハ左ノ事由ニ因リテ中断ス 

 一  請求 
 二  差押、仮差押又ハ仮処分 
 三  承認 

 
第１４９条  裁判上ノ請求ハ訴ノ却下又ハ取下ノ場合ニ於テハ時効中断ノ効力ヲ生セス 
 
第１５０条  支払督促ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ宣言ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス 
 
第１５１条  和解ノ為メニスル呼出ハ相手方カ出頭セス又ハ和解ノ調ハサルトキハ一个月内ニ訴ヲ提起スルニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ

生セス任意出頭ノ場合ニ於テ和解ノ調ハサルトキ亦同シ 
 

（参考）民事調停法に基づく調停の申立ては、本条を類推適用して時効の中断事由になり、調停が不成立によって終了した場合にも、１ヶ月以内に訴えを提

起したときは、右調停の申立ての時に時効中断の効力を生ずる。（最判平５．３．２６） 

なお、民事調停法第１９条は、「第十四条（第十五条において準用する場合を含む。）の規定により事件が終了し、又は前条第二項の規定により決定が

効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の

時に、その訴の提起があつたものとみなす。」と規定するが、これは、一定の条件の下に調停の申立てに訴え提起の効果を擬制したもので、調停の申立

てそれ自体の実体法上の効力について規定するものではないと考えられている。 

 
第１５３条  催告ハ六个月内ニ裁判上ノ請求、和解ノ為メニスル呼出若クハ任意出頭、破産手続参加、差押、仮差押又ハ仮処分ヲ為スニ

非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス 
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○ 公害紛争処理法（抄） 

 
第３６条の２  前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合にお

いて、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第四十二条の十二第一

項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の中断及び出訴期間の遵守に関しては、調停の申請の時に、責任裁

定の申請又は訴えの提起があつたものとみなす。 
 
第４１条  仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及

ビ仲裁手続ニ関スル法律 （明治二十三年法律第二十九号）第八編 （仲裁手続）の規定を準用する。 
 
第４２条の２５  責任裁定の申請は、時効の中断及び出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。 
２  責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がその旨の

通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断及び出訴期間の遵守に関して

は、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 
 
○ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（抄） 

 
第１６条  前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日

以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があっ

たものとみなす。 
 
 

（参考）公示催告仲裁法には時効中断に関する規定はないが、判例上、仲裁判断により事件を解決するために必要な事柄を当事者でしたとき（例えば、当

事者間で仲裁人選定に関する手続をしたとき）は、時効中断の効力を生ずるものとされている。（大判大１５．１０．２７） 
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＜時効期間＞  

 
○ 民法（抄） 

 
第１５７条  中断シタル時効ハ其中断ノ事由ノ終了シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム 
２ 裁判上ノ請求ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ始ム 
 
第１６６条  消滅時効ハ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ進行ス 
２ 前項ノ規定ハ始期附又ハ停止条件附権利ノ目的物ヲ占有スル第三者ノ為メニ其占有ノ時ヨリ取得時効ノ進行スルコトヲ妨ケス但権利者

ハ其時効ヲ中断スル為メ何時ニテモ占有者ノ承認ヲ求ムルコトヲ得 
 
第１６７条  債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 
２ 債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 
 
第１６８条  定期金ノ債権ハ第一回ノ弁済期ヨリ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス最後ノ弁済期ヨリ十年間之ヲ行ハサルトキ亦同シ 
２ 定期金ノ債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ其債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得 
 

（注）定期金債権の例としては、年金を受領できる権利としての年金債権等がある。 

 
第１６９条  年又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル金銭其他ノ物ノ給付ヲ目的トスル債権ハ五年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 

 

（注）定期給付債権の例としては、1 年以内に定期に支払われる債権（家賃、地代、利息、給与など）等がある。 

 

第１７０条  左ニ掲ケタル債権ハ三年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 
 一  医師、産婆及ヒ薬剤師ノ治術、勤労及ヒ調剤ニ関スル債権 
 二  技師、棟梁及ヒ請負人ノ工事ニ関スル債権但此時効ハ其負担シタル工事終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス 
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第１７１条  弁護士又ハ弁護士法人ハ事件終了ノ時ヨリ公証人ハ其職務執行ノ時ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ其職務ニ関シテ受取リタル

書類ニ付キ其責ヲ免ル 
 
第１７２条  弁護士、弁護士法人及ビ公証人ノ職務ニ関スル債権ハ其原因タル事件終了ノ時ヨリ二年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス但其

事件中ノ各事項終了ノ時ヨリ五年ヲ経過シタルトキハ右ノ期間内ト雖モ其事項ニ関スル債権ハ消滅ス 
 
第１７３条  左ニ掲ケタル債権ハ二年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 
 一  生産者、卸売商人及ヒ小売商人カ売却シタル産物及ヒ商品ノ代価 
 二  居職人及ヒ製造人ノ仕事ニ関スル債権 
 三  生徒及ヒ習業者ノ教育、衣食及ヒ止宿ノ代料ニ関スル校主、塾主、教師及ヒ師匠ノ債権 

 

（注）生産者とは農業者、織物業者等を、居職人とは理髪師等自分の仕事場で他人のために仕事をする者を、製造人とは建具屋等注文を受けて製作する

者を、それぞれいうものとされる。 

 
第１７４条  左ニ掲ケタル債権ハ一年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 
 一  月又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル雇人ノ給料 
 二  労力者及ヒ芸人ノ賃金並ニ其供給シタル物ノ代価 
 三  運送賃 
 四  旅店、料理店、貸席及ヒ娯遊場ノ宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費物代価並ニ立替金 
 五  動産ノ損料 

 

（注）雇人とは、家事使用人を指すとされる（労基法の適用のある労務提供者については、労働基準法１１５条）。  

 
第１７４条ノ２  確定判決ニ依リテ確定シタル権利ハ十年ヨリ短キ時効期間ノ定アルモノト雖モ其時効期間ハ之ヲ十年トス裁判上ノ和解、調

停其他確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ確定シタル権利ニ付キ亦同シ 
 ２ 前項ノ規定ハ確定ノ当時未タ弁済期ノ到来セサル債権ニハ之ヲ適用セス 
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○ 商法（抄） 

 
第５２２条  商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス但他ノ法令

ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ 
  
○ 労働基準法（抄） 

 
第１１５条  この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求

権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 
 
○ 消費者契約法（抄） 

 
第７条  第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消

滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。 
 
   

第４条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定め

る誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 

 一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 

 二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他

の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 

２  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当

該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常

考えるべきものに限る。）を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の

意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこ

れを拒んだときは、この限りでない。 
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３  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消

費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 

 一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から

退去しないこと。 

 二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当

該消費者を退去させないこと。 

 
○ 製造物責任法（抄） 

 
第５条  第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないと

きは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。 
２  前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が

現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。 
 
  （参考） 

第３条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥

により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じ

たときは、この限りでない。 

 


